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第 2 章　子どもと家庭を取り巻く現状と課題

▶	第 2章　子どもと家庭を取り巻く現状と課題
1．子どもと家庭を取り巻く現状
◆練馬区の現況
（ 1）少子化の推移
　練馬区の人口の推移を見てみると、総人口は増加していますが、年少人口はほぼ一定しています。

総人口に占める年少人口の割合は年々減少しており、平成 17 年から平成 22 年の間に 0.4 ポイント

減少しています。さらに、平成 29 年までの人口推計から、今後も総人口に占める年少人口の比率が

減少し、老齢人口の割合が増加することが見込まれます。

　一人の女子が一生の間に生む子ども数に相当する合計特殊出生率は、緩やかな減少を続け、平成

17 年には過去最低の 1.02 となりました。その後、平成 18 年 1.04、平成 19 年 1.10、平成 20 年

1.11 と上昇しています。これは、東京都より高く、全国より低くなっています。

図表 2 ─ 1　児童人口の推移

（平成 17 〜 22 年 1 月 1 日現在、住民基本台帳および外国人登録原票、平成 23 年以降は平成 16 年 1 月〜平成 21 年
1 月までの実績に基づく推計値）
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（平成 17 〜 22 年 1 月 1 日現在、住民基本台帳および外国人登録原票、平成 23 年以降は平成 16 年 1 月〜平成 21 年 1 月までの実績
に基づく推計値）
（注）年少人口係数…0歳〜 14 歳人口割合、生産年齢人口係数…15 歳〜 64 歳人口割合、老年人口係数…65 歳以上人口割合

図表 2 ─ 2　年少人口、生産年齢人口、老齢人口の推移

出典：（出生数・出生率）�「東京都衛生年報」（平成 15 年以前）、「人口動態統計」（平成 16 年以降）、厚生労働省「人
口動態統計」

　　　　　　　　　　　 練馬区の率については、一部再計算しているので原資料と一致しない年がある。
　　　（合計特殊出生率）「ねりまの保健衛生（平成 21 年度版）」
※平成 20 年の数値は「人口動態統計」より記載。

図表 2 ─ 3　練馬区・東京都・全国の合計特殊出生率
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（ 2）家庭の状況
　練馬区の人口は年々増加しており、平成 22 年には 692,450 人となりました。しかし、1 世帯あ

たり世帯人員は、2.08 人で最も少なくなっています。

　婚姻率は、平成元年から 16 年までほぼ横ばいで推移し、平成 17 年以降は人口千人あたり 6.0 台

となり、平成 19 年には 6.2 と最も低くなりました。

　一方、離婚率はほぼ一貫して上昇し平成 14 年には人口千人あたり 2.44 となりましたが、その後

は下降し、平成 19 年には平成 7 年以来 2.00 を下回りました。

図表 2 ─ 4　人口・世帯の推移

住民基本台帳　各年 1月 1日現在
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図表 2 ─ 5　練馬区・東京都・全国の婚姻率、離婚率

出典：「東京都衛生年報」（平成 15 年以前）、「人口動態統計」（平成 16 年以降）、厚生労働省「人口動態統計」
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（ 3）子どもと子育ての実態
　女性の労働力率を年齢階層別に比較すると、20 歳代が高く、その後子育てに関わる 30 歳代で一

旦大きく減少し、子どもが小学校高学年以降となる 40 歳以降で再び上昇、55 歳以降で減少するい

わゆる「M 字曲線」を描いています。また、時系列で比較すると、平成 12 年までは、25 歳以降の

全年齢階層で労働力が上昇するとともに、M 字の底が浅くなる傾向が見られましたが、平成 17 年は

再び減少しました。一方、全国・東京都と比べると、30 歳以降の労働力率が低く、出産で離職しそ

のまま職に就かない女性の割合が高くなっています。

　男性については、各年齢階層とも、全国・東京都より低くなっています。

　職業別の就業者数に占める女性の数は、事務従事者、サービス業従事者の 2 つが 6 割前後と高く

なっています。なお、専門的・技術的職業従事者と管理的職業従事者の割合は、わずかですが増加し

ています。

　出産と母親の離職については、「練馬区次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査（平成 21

年 3 月）」によると、「出産一年前にすでに働いていなかった」との回答が 4 割近くあり、「出産に伴

い離職した」が 3 割を占めています。また、「出産に伴い離職した」人の中では「子どもがある程度

の年齢になるまで子育てに専念したい」との回答が 4 割、「保育サービスと職場環境の両方整備なら

継続して就労」が 2 割となっています。

図表 2 ─ 6　労働力率の推移

出典：国勢調査、各年 10 月 1 日現在
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◆社会の動向
（ 1）世界的経済不況
　アメリカから始まった金融不安は、100 年に 1 度と言われる世界同時不況を招きました。

　わが国でも、円高、株安、消費の落ち込みなどにより、企業収益は大幅に減少し、企業の倒産が相

次ぎ、雇用情勢も急速に悪化しました。

　このような状況のなかで、平成 21 年 4 〜 6 月の完全失業率（四半期別原数値）は 4.8％で、前年

同期と比べ、0.9 ポイント上昇しました。

　就業者数は 683 万 2 千人で、前年同期に比べ 4 万 6 千人（0.7％）減少し、2 年連続で減少しま

した。

図表 2 ─ 7　東京都、全国の完全失業率の推移

出典：東京都総務局「東京の労働力」、総務省「労働力調査」
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（ 2）生活の安全安心への関心
　子育てで心配に感じていること、気になっていることについてのニーズ調査では、「不審者などに

よる犯罪に巻き込まれないかどうか心配なこと」が 7 割、「交通事故に遭わないかどうか心配なこと」

が 5 割の回答があり、保護者の子どもの安全安心に対する関心の高さがうかがえます。

　また、新型インフルエンザの流行で、区内の小・中学校における学級閉鎖が拡大し、同インフルエ

ンザに対する区民の関心が高まりました。

◆子どものことで心配に感じていること、気になっていること

図表 2 ─ 8　就学前児童の保護者

出典：（前期）練馬区次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査報告書（平成 15 年度）
　　　（後期）練馬区次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査報告書（平成 20 年度）
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（ 3）「新しい公共」と地域コミュニティの活性化
　人々の社会参加意識が高まり、住民が自ら地域の問題に取り組んでいく活動が活発になっていま

す。このような意識の変化を背景に、個人や町会・自治会・NPO・ボランティア団体、企業などが、

行政との協働のもとに、地域における新たな公共的・公益的活動を担っていく「新しい公共」と呼ば

れる取組が進められています。子育て支援の分野では、NPO・ボランティア団体や企業などが保育

所や学童クラブ、子育てひろばなどの運営を担っています。また、子ども家庭支援センターは地域の

子育て支援のネットワークの中心として、地域の子育て支援団体の支援や虐待予防に対応していま

す。

出典：（前期）練馬区次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査報告書（平成 15 年度）
　　　（後期）練馬区次世代育成支援行動計画策定に係るニーズ調査報告書（平成 20 年度）

図表 2 ─ 9　就学児童の保護者



19

第 2 章　子どもと家庭を取り巻く現状と課題

2．練馬区における次世代育成支援の課題

（ 1）地域で子育てを支える
　核家族化の進行にともない、それぞれの家庭で代々培われてきた子育ての知恵や体験が親から子へ

伝わらなくなっています。また、仕事などで昼間、親が不在の家庭が増加するとともに、個人の生活

を優先する傾向などを反映して、地域で対応してきた子育てなど生活の互助も失われがちです。この

ような状況の中、子育て中の親の孤独感や不安の増大といった問題が生じています。

　地域の絆を強くして子育て家庭の交流等を促進するとともに、行政だけでなく地域や事業者と連携

して社会全体で子どもと子育て家庭を支える仕組みづくりを進める必要があります。

（ 2）子育てと仕事が両立する社会を築く
　女性の社会進出が進んでいく中で、子育てと仕事の両立は子育て家庭の大きな課題です。

　男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の改正など法制度は整備されましたが、男性は仕事、女性

は家庭という固定的な性別役割分担意識が社会に残っており、子育て中の父母が働きやすい環境が実

現したとは言い難い状況です。

　こうした意識を改めるための広報・啓発・情報提供等を行っていく必要があります。

　また、子育てと仕事が両立する社会を築くために、保育所の入所待機児童の解消や、残業など労働

時間の延長に対応できる延長保育や子どもが病気になったときの病児保育、病後児保育など多様な保

育サービスの充実も求められています。区では、平成 17 年度〜 21 年度に認可保育所の入所定員を

381 人、認証保育所等の認可外保育施設の入所定員を 385 人増やしましたが、待機児童数は平成

21 年度には 429 人へと大幅に増えました。今後より一層の待機児童解消への取組が求められていま

す。

（ 3）子どもの育つ力をのばす
　少子化・核家族化または、都市化の進展にともない、子どもが集団で遊ぶ機会や、子どもの心のよ

りどころとなる居場所が少なくなっており、子どもたちの人間関係も希薄になっています。

　人間関係を学ぶ機会を増やし、地域の中で子ども同士のつながりを強めるとともに、大人との交流

の場を拡大することや、中高生を含む子どもの居場所が求められています。子どもが一人ひとりの能

力に応じ、変化する社会の中でも主体的に生きていくことができるように、学力の向上や地域資源の

活用等による「生きる力」をはぐくんでいく教育環境の整備が必要です。

（ 4）子どもと親の健康を確保する
　健康の維持・増進は子どもが健やかに成長、発達し、社会生活を営んでいくために欠かせない条件

です。

　平成 21 年に入って、新型インフルエンザが世界的に流行しました。練馬区でも小・中学生の感染

の拡大にともない、学級閉鎖などの対策をとってきました。今回の流行を通じて、手洗い・うがいを

はじめとする、日常生活での取組の大切さが、改めて認識されました。
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　妊娠、出産から新生児にいたる高度で専門的な医療を総合的に提供する周産期医療については、ほ

とんどが区外の医療機関を利用しなければならない状態です。さらに、小児救急に対するニーズも高

まっています。

　近年、子どもの食を巡っては、朝食の欠食やスナック類の間食が多いという状況が見られ、このよ

うな生活環境により、栄養の偏り、肥満傾向の増加など食に起因するさまざまな健康問題が起きてい

ます。

　乳幼児期から正しい食事の取り方や望ましい食習慣を定着させるとともに、食を通じた豊かな人間

性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図ることが大切です。

（ 5）子どもの安全を確保する
　平成 20 年度のニーズ調査によると、子育てで心配に感じていること、気になっていることについ

てでは、「不審者などによる犯罪に巻き込まれないかどうか心配なこと」が 7 割、「交通事故に遭わ

ないかどうか心配なこと」が 5 割の回答があり、保護者の子どもの安全安心に対する関心の高さが

伺えます。

　子どもが健やかに成長するためには、子どもたちが暮らす地域社会が、子どもたちにとって安全・

安心なまちでなくてはなりません。子どもを守り、子育ての不安感を取り除くために、防犯対策や交

通安全対策が強く求められています。

（ 6）子育てしやすいまちづくりを進める
　平成 20 年度のニーズ調査によれば、子育てをするうえで、特に負担に感じていることとして「住

居が狭い」が就学前児童のいる家庭では 10 項目中 4 番目、小学児童のいる家庭では 10 項目中 3 番

目となっており、子育て世帯にとって、住居の問題は特に負担を感じる原因となっていることが分か

ります。

　また、就学前児童の保護者に対する同調査で、子どもとの外出の際の困りごととして「建物がベ

ビーカーでの移動に配慮されていないこと」「トイレがオムツ替えなどの利用に配慮されていないこ

と」「歩道も自転車が通るなど、安心して歩けないこと」との回答が 3 割を超えています。

　住環境は、子どもの健全な成長に大きな影響を与えるものです。また、道路や駅などのバリアフ

リー 1 や公共施設のユニバーサルデザイン 2 の促進、子ども連れでも安心して外出できる環境の整備

は、子育てしやすい社会を築いていくうえで大切な要素です。

　子ども連れでも出かけやすい、子育て家庭にやさしいまちづくりを進めるとともに、安心して子育

てできる住居の確保が必要です。

1　�バリアフリー：児童、障害者、高齢者などすべての人がまちの中で自由に行き来し、社会のあらゆる分野で参加できるよ
うに、人の移動や参加を妨げている様々な障壁（バリア）をなくしていくことです。なお、近年では、年齢や障害の有無
などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにと、ユニバーサルデザインという考え方が広まっ
てきており、交通機関、建築物、日常生活用品等に生かされています。

2　�ユニバーサルデザイン：「できる限りすべての人に利用可能であるように製品・建物・空間をデザインすること」と定義さ
れており、障害者や高齢者、および健常者の区別なく使いやすいように配慮されたデザインのことです。
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（ 7）必要な支援を受けられる社会を築く
　子ども家庭支援センターに寄せられた児童虐待に関する相談件数は、平成 17 年度の 275 件から

平成 20 年度の 374 件と増加しています。児童虐待は子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長お

よび人格の形成に重大な影響を与えるため、虐待の予防、早期発見が重要です。また、虐待を引き起

こす要因は、保護者の育児負担や経済的な不安、社会的な孤立など様々です。そのため関係機関の

ネットワークの強化に加え、予防のための子育て支援策を充実する必要があります。

　ひとり親家庭は子育てと生計を一人で担い、就労面でも不利な状況に置かれ、経済的に弱い立場に

なりがちです。ひとり親家庭の支援については、特に経済的自立を目指した事業の充実が求められて

います。

　障害児が、乳幼児期から社会人となるまで、住み慣れた地域で自立し社会参加ができるように、一

人ひとりのニーズに応じた支援が求められています。また、近年、発達障害に対する関心が、高まっ

ています。発達障害は、人口に占める割合が高いにもかかわらず、従来の施策では対応が十分とは言

えません。家族を含め、社会全体における理解が不十分であり、発達障害者本人やその関係者は大き

な不安を抱えています。

　障害の早期発見や早期療養のほか、相談支援体制の構築や福祉・保健・子育て・教育などの関係機

関のネットワーク化を図る必要があります。
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3．前期計画での主な取組
　練馬区では「次世代育成支援行動計画」（平成 17 年度〜平成 21 年度）の計画目標「子育て、子

育ちをみんなが応援するまち　ねりま」に基づいて、さまざまな施策を実施してきました。また、公

募区民、地域住民組織・事業主、学識経験者、保健・福祉・教育関係者、行政職員から構成される

「練馬区次世代育成支援推進協議会」を設置したうえで、次世代育成支援に関するさまざまな内容を

検討・推進する仕組みに基づいて施策を推進してきました。

　前期計画が 4 年終了した時点での主な実績は、下表のとおりです。計画策定当初に設定した目標

は、社会状況の変化などに応じて上方修正しているものも多いので、最新の目標値に達していない事

業があります。
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　このほか、こんにちは赤ちゃん（生後 4か月までの全戸訪問）事業の拡充や妊婦健康診査
事業の公費負担拡大といった母子保健事業の充実、子ども医療費の助成の対象者拡大（小学
校就学前から中学生までへ）、第 3子誕生祝金の支給、特定不妊治療費の助成といった経済
的支援の充実、ひとり親家庭や障害のある子どもの支援の充実、児童虐待防止ネットワーク
の強化・啓発事業の開始のほか、次代を担う若者を支援するため、わかものスタート支援事
業といった区独自のユニークな事業に取り組んできました。


